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「盛土規制法に基づく規制区域（案）」に係る 
パブリック・コメントの実施結果について 

 
 
１ 意見応募期間 
  令和６年 12月 17 日（火）から令和７年１月 16 日（木） 
 
２ 意見の件数 
  ３件 
 
３ 意見の内容と県の考え方 
 
（注） 

・ 表中の番号欄は，件数番号です。（受付順） 
 

番号 項目 意見の内容 県の考え方  
1 特定盛土等

規制区域の範
囲について 

特定盛土等規制区域は，「市街地
や集落からは離れているものの，
地形等の条件から盛土等が行われ
れば人家等に危害をおよぼしうる
エリア等」とされています。 

すきまない規制は，この条件を
満たした範囲に対するものと思わ
れます。人家や道路等が下流域に
ない範囲（離島の道路が無い範囲、
無人島，岩礁）まで範囲指定されて
います。 

何に対し，どのような危害（災
害）を想定されて範囲設定されて
いるのでしょうか。 

 国の示した基本方針において，
「盛土等に伴う災害が発生するリ
スクのあるエリアは，できる限り
広く，規制区域に指定することが
重要である」と示されています。 
 また，国の示した「基礎調査実施
要領（規制区域指定編）の解説」に
おいて，特定盛土等規制区域につ
いては，市街地・集落等だけでな
く，「活動を日常的に行う蓋然性の
高い施設等の存する土地」や「その
他盛土等に伴う災害から人命を守
るため保全する必要のあるもの」
などが保全対象とされています。 
 さらに，地盤工学等の専門的な
知見を有する外部有識者で構成す
る「鹿児島県盛土規制法に基づく
基礎調査に係る検討委員会」にお
いても，本県の地形的特性や災害
の激甚化・頻発化を考慮すると「盛
土等に伴い災害が発生する蓋然性
のない区域」を設定することは難
しいことから，県土全域を原則と
して規制区域とする考え方に基づ
き，規制区域（案）の作成を進める
ことが了承されたところです。 
 このことから，宅地造成等工事
規制区域を除く県内全域を特定盛
土等規制区域に指定することとし
ています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
2 土砂災害防

止法の区域や
山地災害危険
地区，砂防指定
地，治山事業区
域等との関連
について 

特定盛土等規制区域を設定する
にあたり，土砂災害警戒区域，土砂
災害危険箇所，山地災害危険地区
（崩壊土砂流出危険地区等）など
の調査結果や，砂防指定地，急傾斜
地崩壊危険区域や治山事業区域等
は区域指定で参考にされているの
でしょうか。 
 

 特定盛土等規制区域の指定の対
象とする区域は，国の示した「基礎
調査実施要領（規制区域指定編）の
解説」において，「土砂災害発生の
危険性を有する区域」等とされて
います。 

このことから，以下の区域を抽
出しています。 
・土砂災害警戒区域（土石流）の
上流域 
・土砂災害警戒区域（地すべり・
急傾斜） 
・土砂災害警戒区域（土石流） 
・山地災害危険地区 

 また，県内において，過去に土砂
災害が発生した区域についても抽
出し，参考にしています。 
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番号 項目 意見の内容 県の考え方  
3 規制区域の

範囲の変更に
ついて 

盛土等が崩壊した時に，地形条
件等から人家等に危害を及ぼすと
ありますが，地形条件等はどのよ
うな条件を想定されているのでし
ょうか。 

盛土崩壊や，それによる土石流
が民家に影響を与えるエリアは、
地形条件や砂防施設，治山施設等
の有無などにより，限定されませ
んか。 

今後，様々な条件を考慮し，明ら
かに民家等への影響が無い範囲に
ついて，特定盛土等規制区域の変
更等行われることはあるのでしょ
うか。 

逆に，宅地開発が山間部まで及
ぶことで，宅地造成等工事規制区
域の変更が行われることはあるの
でしょうか。 

 

国の示した「基礎調査実施要領
（規制区域指定編）の解説」におい
ては，盛土等の崩落により流出し
た土砂が，隣接・近接する保全対象
（市街地・集落等，道路等）に危害
を及ぼしうる土地の区域を，「隣
接・近接する土地の区域」として規
制区域の対象としています。 

県においては，「隣接・近接する
土地の区域」の範囲について，同解
説を踏まえ，平地（地形勾配 1/10
以下）の場合，保全対象から 50ｍ
の範囲，傾斜地（地形勾配 1/10 以
上）の場合，保全対象から 250ｍの
範囲としています。 

また，国の示した基本方針にお
いて，「盛土等に伴う災害が発生す
るリスクのあるエリアは，できる
限り広く，規制区域に指定するこ
とが重要である」と示されており，
地盤工学等の専門的な知見を有す
る外部有識者で構成する「鹿児島
県盛土規制法に基づく基礎調査に
係る検討委員会」においても，本県
の地形的特性や災害の激甚化・頻
発化を考慮すると「盛土等に伴い
災害が発生する蓋然性のない区
域」を設定することは難しいこと
から，県土全域を原則として規制
区域とする考え方に基づき，規制
区域（案）の作成を進めることが了
承されたことから，宅地造成等工
事規制区域を除く県内全域を特定
盛土等規制区域に指定することと
しています。 
 なお，規制区域の見直しについ
ては，規制区域指定後に土地利用
状況の変化等が確認されたときに
は，規制区域の見直しの必要性を
検討することとしています。 
 


